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静岡県建設発生土処理施設一覧表の公表について（参考通知） 

 

 平素は、県建設行政に御理解、御協力いただき御礼申し上げます。  

 県発注工事の積算における建設発生土の処分費は、これまでは各発注機関がそれぞ

れ見積を徴収して設定していましたが、令和５年度から、建設発生土の適正な処理、

公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から、当課で一括して価格調査を

行い、下記のとおり「静岡県建設発生土処理施設一覧表」として公表することとしま

したので参考までに送付します。 

 なお、建設発生土の処理にあたっては、まずは発生抑制や現場内利用を徹底すると

ともに、現場外に搬出する場合においても、他の工事現場等での利活用を促進するこ

とが重要ですが、やむを得ず処分する場合は、関係法令等に基づき適正に処分するよ

う御理解、御協力をよろしくお願いします。 

 

１ 公表方法 

資材単価等と同様、技術調査課ホームページで公表します。 

 

２ 改定時期 

本一覧表は、原則４月（上期）と 10 月（下期）の年２回改定します。ただし、掲載

施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合が

あります。 

 

３ 留意事項等 

・ 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規

定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料

を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場

合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があり

ます。 

・ 中間処理施設（土質改良プラント及びストックヤード）は、土砂のストック状況

により受入れできない場合があるため、事前に受入れの可否を確認してくださ

い。 

・ 中間処理施設を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業



者に確認する必要があります。ただし、令和５年５月から開始されるストックヤ

ード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、

登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。

なお、今後本一覧表の改定時に、中間処理施設の登録・非登録の情報を記載する

予定です。 

・ 建設発生土受入れ事業者に対する一覧表への掲載希望については、当課ホーム

ページ上で随時募集していますので、事業者等から問合せがあった場合は紹介

願います。 
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